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 ２０１９年度の新賃金交渉は大幅賃上げ要求に対し、正社員の賃

上げは一般職、地域基幹職の若年層に最大３７００円、４０００円引

き上げするものの、全体はベアゼロ、年間一時金は昨年同様４、３ヶ

月。期間雇用社員の時給引き上げゼロ、特別加算なし、というもの

です。均等待遇ではアソシエイト社員に扶養手当を新設するもの

の、その原資に正社員に支給している扶養手当を削って充てるとし

ています。これは正社員の労働条件を引き下げるものであり、昨年

の春闘で行ったことをくり返すものです。均等待遇は下に合わせる

のではなく上に合わせていくものであり、許せません。 
 

【正社員】 

〇ベアは全体としてはゼロ回答  

〇一般職若年層に最大で３７００円、地域基幹職１級最大で４０００円の引き上げ。 

〇年間一時金４、３月（夏期２、１５月、年末２、１５月） 

○高齢再雇用社員（65歳定年制が行われ場合に年間一時金正社員と同月数を提案） 

【期間雇用社員】 

〇時給の引き上げはゼロ回答 

〇特別加算なし 

〇アソシエイト社員に扶養手当（正社員の８割程度）、アソシエイト社員、アソシエイト高齢再

雇用社員に介護・育児休業 

≪制度の見直し≫ 

正社員に支給している扶養手当・配偶者１２０００円を６０００円、子ども６２００円など（経過

措置５年） 

≪要員関係≫ 

〇正社員登用 ２０１９年度登用数 ３８３３人 

（日本郵便３、６７９人｟郵便コース２９７０人、窓口コース７０９人｠、 ゆうちょ銀行１０４人、

かんぽ生命４５人、日本郵政５人） 

〇２０１９年度新卒採用予定数 ２０１９年度４、８００人程度 

（日本郵便４、２６０人程度｟総合職６０人、地域基幹職２、０００人、一般職２、２００人｠、ゆ

うちょ銀行２５０人程度｟総合職１００人、エリア基幹職１５０人｠、かんぽ生命２５５人｟総合

職９０人、エリア基幹職１１５人、一般職５０人｠、日本郵政３５人程度｟総合職１５人、業務

職１０人、一般職１０人｠） 

 


